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   随時監査の結果について 

 

１ 監査の対象及び実施期間 

  令和 7年６月２５日付「市職員による団体の庶務経理」に係る令和７年度随時

監査の実施ついて（依頼）」に基づくアンケート調査を基に、１０課２１団体を

随時監査対象とした。 

実施期間 令和７年６月２５日（水）から令和８年２月２４日（火）まで 

 

２ 監査出席職員 

  総合政策部長、総務部長 

   

３ 監査の概要 

団体規約等の制定状況、庶務・経理状況の確認、北名古屋市準公金取扱基準の

順守状況、市職員が庶務・経理を行う必要性について、団体を所管する課におい

て関係書類等の提出を求めるとともに、関係職員からの聞き取り調査を実施した。 

 

４ 監査の結果 

 ⑴ 市職員による団体の事務の実施状況 

   団体の規約や会則等に事務局に関する規定がされ、１７団体が市役所、３団

体が公共施設、１団体が北名古屋市内に事務局を置き、市職員が事務局として



 

 

庶務事務、経理事務を担っている。しかし、団体設立後相当の期間を経過して

いることから、事務局を市役所内等に設置し、市職員が団体の事務を行うこと

の根拠性に疑義が生じる。 

⑵ 庶務・経理の実施状況 

職員の負担となっていることは否めない。また、一部の団体に便宜を図って

いると受け止められる可能性や、補助金の交付状況が適切ではないと判断され

るものも見受けられた。 

  

５ 意見 

⑴ 市から団体への補助金等の支出については、市の予算編成を経て団体が市へ

交付申請を行い、補助金が交付され収支決算等を市へ報告する一連の流れがあ

るが、一部の団体において交付申請から金銭管理までの一連の事務手続きを、

市の同一課内において行われていることに、疑義がある。また、市と団体の間

における漫然と前例を踏襲した関係が背景にあると感じる。社会状況の変化に

対応し、見直すべきは見直し、統一すべきは統一するという観点で、関係部署

に問題提起していただきたい。 

⑵ 団体の多くは設立後相当の期間を経過しており、市が庶務、経理事務を行う

根拠を見直す必要がある。その際には、団体にとって市が事務局として最適で

あるかの視点を持って検討いただきたい。 

⑶ ⑵で見直した結果にもよるが、北名古屋市準公金取扱基準の順守について適

宜点検され、通帳等の管理手法については検討されたい。 

⑷ 団体対応においては、利益供与などと捉えられぬよう一層の公平性、公正性

を確保する体制を整備されたい。 

 

 


